
全
均
支
局
、
先

第
四
十
四
巻

第
一
競

昭
和
六
十
年
六
月
護
行

苗
君
主
田
保
氏
、

算
地
雨
篇
よ
り
み
た
秦
靭
権
力
の
形
成
過
程

好

序
I

後
民
篇
に
つ
い
て
の
問
題
貼

E

算
地
篇
の
位
置

E

徐
民
、
算
地
雨
篇
の
臣
の
具
象
化

W

慮
侯
沼
維
と
奈
津

V

秦
朝
権
力
の
性
格
揖炭
化

wu

結

語
序

並

隆

(

1

)

 

本
稿
で
扱
う
『
一商
君
書
』
に
は
員
偽
問
題
が
あ
り
、
『
一
商
鞍
評
惇
』
で
陳
啓
天
氏
は
そ
の
貼
を
考
誼
し
て
い
る
。

氏
渉
筆
』
の
い
う
偽
書
設
は
と
ら
ず
、
劉
属
肝
の
い
う
よ
う
に
、
大
部
分
が
秦
以
前
の
古
書
で
あ
り
、
幾
つ
か
の

(
2
)
 

す
る
か
、
そ
の
思
想
系
列
の
後
皐
に
よ
っ
て
増
桁
さ
れ
た
著
述
、
と
す
る
読
を
安
賞
と
し
て
い
る
。

1 

司

- 1ー

氏
は
宋
代
の
責
震
や

篇
は
一
商
教
の
文
一
章
を
基
本
に

巴『

周



2 

な
か
で
も
休
民
篇
は
奏
稿
の
型
式
を
と
っ
て
い
る
が
一商
一
鞍
自
身
の
も
の
で
な
い
。
成
立
時
貼
は
お
よ
そ
戦
園
期
で
あ
る
が
、
漢
代
に
な
っ
て

か
ら
『
一商
君
書
』
に
誤
入
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
こ

の
議
論
は
胡
適
『
中
闘
古
代
哲
皐
史
』

の
「
保
民
篇
は
後
人
が
誤
っ
て
一
商
君
書
の
中

に
入
れ
た
他
人
の
奏
疏
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
私
見
で
は
保
民
篇
も
大
枠
で
一商
秩
の
思
想
を
越
え
る
も
の
で
な
い
の

で
、
誤
入
と
い
う
所
ま
で
主
張
す
る
必
要
は
な
い
が
、
本
篇
が
か
か
る
見
解
を
生

J

ぜ
し
め
る
封
立
鈷
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た

(
3
)
 

い
と
思
う
。

さ
て
、
増
淵
龍
夫
氏
は
体
民
篇
の
な
か
に
み
え
る
「
反
行
商
登
の
計
」
に
注
目
し
て
、

(
4〉

策
」
で
あ
る
と
解
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
西
嶋
定
生
氏
は
保
民
に
授
倭
さ
れ
て
い
る
黙
で
こ
れ
を
増
淵
氏
の
よ
う
に
、
郡
鯨
民
と
異
な
る
公

(
5
)
 

回
民
に
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
氏
に
よ
れ
ば
棟
民
篇
は
長
卒
の
戦
闘
で
秦
民
多
数
を
失
っ
た
た
め
保
民
し
、
爵

こ
れ
を
「
郡
豚
民
把
握
に
内
在
す
る
矛
盾
の
解
決

を
授
け
て
郡
豚
民
と
し
て
補
充
し
た
策
を
記
し
た
も
の
と
い
う
。

そ
う
す
る
な
ら
、
保
民
は
首
然
の
措
置
で
あ
り
、
秦
の
王
府
内
で
議
論
の
除
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
何
故
に
休
民
篇
の
臣
と
王

吏
の
聞
に
劉
立
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
か
か
る
疑
貼
を
と
お
し
て
『
一両
君
書
』
徐
民
と
、
そ
の
篇
に
み
え
る
王
吏
の
理
論
根
援
と

- 2 ー

--s-
、

ふ
J

ナ
4

お
も
わ
れ
る
算
地
の
雨
篇
が
と
も
に
大
枠
と
し
て
一商
子
系
列
に
あ
り
な
が
ら
し
か
も
政
策
論
を
異
に
す
る
針
立
を
示
す
こ
と
を
み
、

そ
れ
が
具

盤
的
な
政
治
後
化
と
ど
う
か
か
わ
る
か
、

さ
ら
に
秦
の
君
主
権
の
確
立
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

I 

保
民
篇
に
つ
い
て
の
問
題
貼

(
6
)
 

序
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
篇
は
奏
稿
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
嘗
時
の
秦
朝
の
政
策
に
何
ら
か
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
上
奏
の

主
鎧
は
臣
で
あ
り
、
論
争
相
手
が
王
更
で
あ
る
こ
と
は
篇
全
鐙
を
逼
讃
す
れ
ば
は
っ
き
り
す
る
。
問
題
は
こ
の
篇
の
臣
の
立
脚
貼
が
一商
君
書
の

他
篇
に
み
え
る
臣
の
言
論
と
ち
が
う
黙
で
あ
る
。
書
の
各
篇
に
お
い
て
主
語
の
位
置
に
あ
る
臣
を
検
索
し
て
み
る
と
、
算
地
(
第
六
)
、
錯
法

〈
第
九
)
、
株
民
〈
第
十
五
)、
賞
刑
〈
第
十
七
)、
君
臣
〈
第
二
十
三
)
、
禁
使
(
第
二
十
四
〉、
慎
法

(
第
二
十
五
〉
の
七
篇
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ



ら
に
み
え
る
臣
の
主
張
は
、
株
民
篇
を
除
い
て
商
鞍
援
法
の
考
え
を
原
理
的
に
踏
襲
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
算
地
篇
で
み
る
と
、
こ
の
臣
は
「
談
設
に
任
じ
て
功
の
寡
い
者
」
を
批
剣
し
、
「
築
を
論
じ
、
功
を
翠
げ
て
以
て
之
を
任
ず
」

と
い
う
よ
う
に
功
績
を
基
準
と
し
て
人
材
を
任
用
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
。
錯
法
篇
で
は
明
君
が
爵
稔
を
授
け
る
ば
あ
い
、
「
用
は
必
ず
其
の

第
よ
り
出
し
、
賞
は
必
ず
其
の
功
に
加
う
-
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
篇
で
も
臣
は
功
労
を
基
準
に
お
い
て
爵
・
官
を
興
え
る
と
い
う
一
両
一
鞍
饗
法

時
の
原
則
を
主
張
し
て
い
る
。
賞
刑
篇
に
お
い
て
は
「
聖
人
は
功
を
以
て
官
を
授
け
爵
を
予
う
、
故
に
賢
者
は
憂
え
ず
」
と
あ
り
、
こ
の
篇
の

臣
の
一
意
一
見
も
前
二
者
と
同
様
で
あ
り
、
功
に
よ
っ
て
官
・
爵
を
授
く
べ
き
だ
と
君
主
に
上
奏
し
て
い
る
。
禁
使
篇
の
臣
の
ば
あ
い
で
も
「
賞
は

功
に
随
う
」
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
慣
法
篇
の
臣
も
「
今
、
そ
れ
世
俗
の
治
者
は
法
度
を
樺
て
て
捧
慧
に
任
ぜ
ざ
る
な
し
、
功
力
を
後
に
し
て
仁

義
を
進
む
」
と
主
張
し
て
い
て
、
世
俗
の
治
者
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
み
え
る
臣
の
立
場
は
嘗
然
、
功
と
務
を
先
行
さ
せ
る
一
商

秩
饗
法
の
原
則
に
よ
っ
て
い
る
。

- 3 ー

右
の
よ
う
に
休
民
篇
を
の
ぞ
く
各
篇
の
臣
の
主
張
は
功
鉱
労
を
基
準
と
し
て
官
・
爵
を
授
け
る
も
の
と
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
史
記
』

(

7

)

 

一商
君
列
俸
に
み
え
る
饗
法
の
令
で
は
、
「
軍
功
あ
る
者
は
各
々
率
を
以
て
上
爵
を
受
く
」
「
力
を
本
業
に
慢
し
、
耕
織
し
て
粟
吊
多
き
を
致
す
者

は
そ
の
身
を
復
す
」
と
あ
っ
て
、
軍
功
や
農
功
の
あ
る
者
に
爵
・
賞
を
輿
え
る
と
い
う
原
則
が
示
さ
れ
て
お
り
、
饗
法
の
令
の
綜
括
と
み
な
さ

れ
る
部
分
に
は
、
「
功
あ
る
者
は
顛
築
し
、
功
な
き
者
は
富
む
と
難
も
芥
華
す
る
所
な
し
」
と
あ
っ
て
、
令
文
全
瞳
の
趣
旨
が
ま
さ
に
功
に
よ

る
君
主
の
一
元
的
支
配
を
意
園
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
一
商
鞍
饗
法
時
の
政
策
の
原
則
と
す
れ
ば
、
一
商
君
書
の
先
掲
諸
篇
に
み
る
臣
の
立

場
は
こ
れ
を
忠
買
に
縫
承
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
休
民
篇
で
は
こ
の
臣
の
立
場
は
他
篇
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
貼
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
棟
民
篇
の
臣
の
主
張

す
る
政
策
の
大
筋
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

先
王
の
制
土
分
民
の
律
で
は
「
地
、
方
百
呈
の
場
合
、
山
陵
が
十
分
の
一
、
薮
津
が
十
分
の
一
、
総
谷
流
水
が
十
分
の
一
、
都
邑
遁
路

3 

が
十
分
の
一
、
悪
田
が
十
分
の
二
、
良
国
が
十
分
の
四
」
と
い
う
比
率
が
理
想
の
配
分
と
さ
れ
、
こ
こ
に
五
寓
人
の
作
夫
を
養
え
る
。
所



4 

が
泰
は
方
千
里
の
地
が
五
箇
所
と
贋
い
の
に
、

殺
物
の
地
は
そ
の
十
分
の
二
し
か
な
く
、
人
が
少
い
の
で
山
川
薮
淳
の
財
物
は
充
分
数
用

を
表
し
て
い
な
い
。
郊
の
三
音
で
は
逆
に
土
地
が
狭
く
民
が
多
い
た
め
生
活
に
苦
し
み
、
田
宅
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
篠
件
に
あ
り

な
が
ら
三
耳
目
の
民
が
秦
に
こ
な
い
の
は
王
吏
が
爵
を
惜
み
、
復
を
重
ん
ず
る
政
策
を
と
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
王
吏
の
政
策
根
擦
は
「
三
菅

が
弱
い
の
は
復
と
爵
を
簡
翠
に
興
え
る
か
ら
で
、
秦
の
強
い
の
は
復
と
爵
を
容
易
に
輿
え
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
私
(
臣
)

の
見
解
は
ち
が
う
。
民
を
苦
し
め
て
ま
で
兵
を
強
化
す
る
理
由
は
敵
を
攻
め
て
欲
望
を
充
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
が
、
敵
を
弱
め
る
方
法
を

と
れ
ば
、
結
局
、
味
方
の
兵
を
強
く
す
る
こ
と
に
締
結
す
る
。
だ
か
ら
、
三
音
か
ら
招
致
す
る
民
に
「
三
世
代
、
復

〈
除
〉
を
輿
え
、
十

年
間
無
税
」
の
法
を
行
え
ば
山
東
の
民
は
秦
に
向
い
、

百
高
の
拙
労
働
力
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
。

く
な
り
、
農
業
に
専
念
す
る
と
敵
に
休
息
を
興
え
る
貼
で
あ
る
。
だ
か
ら
奏
民
を
兵
事
に
、
三
奮
の
保
民
を
農
事
に
専
念
さ
せ
れ
ば
富
・

強
雨
成
の
放
用
が
生
ず
る
。
然
る
に
王
は
何
故
、
愛
爵
・
重
復
の
蓄
政
策
を
行
な
う
の
か
。
今
、
未
墾
の
地
に
三
晋
の
民
を
招
致
し
、
農

一
盟
、
秦
の
悩
み
は
出
兵
す
る
と
貧
し

世
一
一
木
に
専
念
さ
せ
れ
ば
、
敵
を
弱
め
る
と
同
時
に
穀
物
も
得
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
反
行
雨
登
の
計
」
で
あ
る
。
秦
は
引
調
く
戦
闘
で
失
っ
た

(8
)
 

民
、
農
耕
で
き
ぬ
民
が
極
め
て
多
い
。
私
(
臣
)
の
計
は
費
用
な
し
で
晋
を
弱
め
、
秦
を
強
く
す
る
方
途
だ
。

-4-

右
、
保
民
篇
の
臣
の
論
旨
の
、

そ
の
基
礎
は
ま
ず
、
秦
地
の
地
理
的
篠
件
で
あ
り
、

」
れ
を
前
提
に
、
人
と
田
地
と
山
林
薮
津
の
三
者
の
均
衡

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
首
時
、
戦
闘
で
失
っ
た
人
口
の
減
少
は
あ
ろ
う
が
、
体
民
篇
の
臣
の
い
う
秦
と
三
菅
の
立
地
燦
件
の
相
違
は
華
軍
・

(
9
)
 

長
卒
の
闘
い
以
前
か
ら
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
こ
で
の
何
よ
り
も
重
要
な
論
貼
は
先
王
の
律
に
よ
る
三
者
均
衡
と
い
う
正
賞
性
の
主

張
で
あ
る
。
臣
策
の
賞
現
可
能
性
は
雨
地
の
地
理
的
篠
件
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
秦
地
へ
の
徳
民
策
だ
け
で
右
、
先
王
の
理
想
型
が
貫

現
す
る
と
い
っ
た
所
に
根
擦
を
も
っ
て
い
る
。
秦
に
よ
る
徐
民
は
三
菅
の
兵
力
を
削
る
こ
と
に
な
り
、
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
の
が
こ
の
計
策
の
意

固
で
あ
っ
た
。
然
る
に
こ
の
買
施
に
あ
た
っ
て
は
現
行
の
王
吏
の
愛
爵

・
重
復
策
が
障
害
と
な
る
の
で
、
秦
王
は
そ
れ
を
鹿
し
、
体
民
に
コ
ニ

(ω
)
 

世
代
の
復
除
と
十
年
の
菟
租
」
を
興
え
よ
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

保
民
篇
に
は
ま
た
、
念
入
り
に
臣
が
自
策
を
例
示
す
る
部
分
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
東
郭
倣
の
描
話
で
あ
る
。



賢
人
に
東
郭
倣
な
る
者
あ
り
、
猫
多
願
、
高
金
を
有
つ
を
願
う
e

そ
の
徒
、
胸
を
請
う
。
興
え
ず
し
て
日
く
、
吾
、
将
に
以
て
封
を
求
め

ん
と
す
。
そ
の
徒
、
怒
り
て
去
り
宋
に
ゆ
く
。

日
く
此
れ
愛
む
こ
と
に
盆
な
し
。
故
に
こ
れ
に
興
う
る
の
利
に
如
か
ざ
る
な
り
。
い
ま
菅

に
民
あ
り
。
秦
そ
の
復
を
愛
む
。
此
の
愛
、
其
の
有
に
非
ず
。
以
て
其
の
有
を
失
う
な
り
。
量
、
東
郭
散
の
愛
の
其
の
有
に
非
ず
し
て
、

以
て
其
の
徒
を
亡
う
に
異
な
ら
ん
や
。

こ
こ
で
は
、
功
を
議
想
し
て
賞
賜
を
先
に
興
え
る
か
、
功
績
を
あ
げ
て
の
ち
に
賞
賜
を
輿
え
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
椋
民
篇
の
臣
は
前

者
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
功
務
を
あ
げ
て
後
、
そ
の
量
に
麿
じ
て
上
爵
を
得
る
の
、
が
一
商
鞍
饗
法
で
の
授
賞
原
則
で
あ
っ

こ
こ
に
み
る
休
民
篇
の
臣
の
提
案
は
「
先
・
後
」
と
い
う
黙
で
全
く
異
な
る
方
法
を
秦
王
に
勧
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
既
に
み
た
他
の

(

日

)

六
篇
の
臣
の
立
場
と
は
論
旨
が
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
休
民
篇
が
他
篇
に
比
し
て
、
此
一
五
特
異
と
考
え
た
の
は
奏
稿
の
主
鐙
た
る
臣
の
思

想
が
一
商
鞍
の
原
則
と
違
う
動
で
あ
り
、
休
民
篇
の
臣
に
批
剣
さ
れ
る
王
吏
の
ほ
う
が
一
商
鞍
饗
法
時
の
政
策
原
則
に
忠
賓
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る。 加-、、
、品、

中
ム
円
、
哨

μ

- 5 ー

と
こ
ろ
で
、
こ
の
保
民
篇
の
臣
と
王
吏
と
の
思
想
的
立
場
の
相
違
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
史
記
一
商
一
君
列
停
の
孝
公
と
一
商
鞍
の
封

(

ロ

〉

面
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
う
説
話
は
そ
の
解
明
の
緒
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
鞍
は
孝
公
の
寵
臣
景
監
の
斡
旋
で
劉
面
し
、
四
度
の
針
話
を
か
わ

そ
の
志
、
開
悟
せ
ず
一
、
二
度
目
は
「
吾
、
公
に
説
く
に
王
道
を
以
て
し
、

し
た
と
い
う
。

一
度
目
は
「
吾
、
公
に
説
く
に
一
帝
道
を
以
て
し
、

未
だ
入
ら
ざ
る
な
り
」
で
あ
る
。
三
、
四
度
目
の
劃
話
内
容
は
お
な
じ
で
あ
る
が
、
前
者
で
「
吾
、
公
に
説
く
に
覇
道
を
以
て
す
。
そ
の
一
意
、

之
を
用
い
ん
と
欲
す
」
と
あ
り
、
後
者
で
は
「
輿
に
語
り
、
自
ら
却
の
席
よ
り
前
む
。
語
る
こ
と
数
日
厭
わ
ず
」
と
孝
公
を
大
い
に
喜
ば
せ
た

と
あ
る
。
景
監
の
聞
い
に
答
え
て
、
鞍
は
ま
た
、

且
つ
賢
君
な
る
者
、
各
々
そ
の
身

の
名
を
天
下
に
顛
わ
す
に
及
ん
で
、
安
ん
ぞ
よ
く
口
巴
々
と
し
て
数
十
百
年
を
待
ち
、
以
て
一
帝
王
と
成
ら
ん
や
と
。
故
に
吾
、
彊
闘
の
術
を

(

内

川

)

以
て
君
を
説
き
、
君
大
い
に
こ
れ
を
読
ぶ
の
み
。
然
れ
ど
も
ま
た
、
徳
を
肢
、
周
に
比
す
る
を
以
て
す
る
こ
と
難
し
。

吾
、
君
に
説
く
に
一
帝
王
の
道
を
以
て
三
代
に
比
す
。
而
し
て
君
日
く
、
久
遠
に
し
て
吾
待
つ
能
わ
ず
。

5 
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と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、

一
、
二
度
目
の
封
話
を
ま
と
め
て
「
一帝
王
の
道
」
と
し
、

そ
れ
が
「
久
遠
」
で
あ
っ
て
孝

公
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
「
彊
閣
の
術
」
す
な
わ
ち
三
、

四
度
目
の
封
話
で
の
「
覇
道
」
を
鞍
に
委
任
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
商
秩
は

本
来

「一
帝
王
の
道
」
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、

具
鐙
的
に
は
二
度
目
に
述
べ
た
王
道
を
、
覇
道
を
説
く
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
覇
道
の
債

値
は
軟
に
よ
っ

て
「
そ
の
徳
は
殿
、

周
に
比
し
難
」
い
と
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
次
善
の
策
で
あ
っ
た
。
秦
で
は
そ
の
次
善

の
策
か
ら
始
め
て
一帝一
王
道
に
達
す
る
道
筋
を
一商
鞍
は
採
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
徐
民
策
の
王
吏
が
覇
道
に
よ
り
、
臣
が
右
の
帝
王
道
を

と
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
雨
者
の
本
質
は
共
通
す
る
が
、

し
か
も
な
お
一
商
鞍
皐
涯
の
左
右
両
翼
の
分
岐
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一両
秩
以
来
と
っ
て
き
た
強
兵
策
が
他
園
と
の
戦
闘
激
化
の
段
階
に
達
す
る
と
、

民
は
徴
兵
に
よ
っ
て
農
時
を
失
い
、
富
園
策
は
戦
闘
活
動
と

の
聞
に
矛
盾
を
生
ん
だ
。
そ
の
打
開
の
方
途
と
し
て
、

三
菅
の
民
の
導
入
に
よ
る
農
事
専
念
と
秦
民
の
戦
闘
専
念
部
分
に
二
分
す
る
と
い
う
分

(
は
〉

業
的
設
想
が
、
休
民
篇
の
臣
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
増
淵
氏
は
こ
れ
を
「
郡
鯨
民
把
握
に
内
在
す
る
矛
盾
」
と

把
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
富
国
強
兵
策
に
内
在
す
る
矛
盾
で
は
あ
っ
て
も
、
郡
鯨
民
把
握
と
い
う
貼
に
鑓
化
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
故
秦

- 6ー

の
民
H
戦
闘
、
三
奮
の
民
H
農
耕
と
分
け
ら
れ
て
も
、
墜
方
を
あ
わ
せ
支
配
す
る
秦
の
政
府
か
ら
す
る
と
、

戦
闘
、
農
耕
は
従
来
同
様
に
一
元

的
に
縦
横
で
き
る
。
た
だ
個
々
の
農
民
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
曲
肢
と
戦
と
が
分
け
ら
れ
、
そ
れ
に
専
念
せ
し
め
ら
れ
る
黙
で
、
自
由
な
選
揮
の

絵
地
が
狭
ば
ま
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
。
棟
民
篇
の
臣
は
こ
の
策
を
「
地
康
人
稀
」
の
秦
闘
を
先
王
の
律
に
則
り
、
土
地
と
人
聞
の
量
的
に
均

衡
の
と
れ
た
園
家
と
す
る
船
舶
で
王
道
の
賓
現
と
稿
し
、
覇
道
H
H
饗
法
令
の
段
階
を
よ
り
一
一
層
す
す
め
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
み
る
と
、

臣
は
ま
さ
し
く
一商
鞍
が
孝
公
に
語
っ
た
描
話
の
、
覇
道
か
ら
一
帝
王
道
へ
の
途
を
た
ど
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
黙
で
一
商
鞍
思
想
の
大
枠
は
な

お
維
持
さ
れ
て
い
る
。
休
民
は
コ
二
世
の
復
と
十
年
の
兎
租
」
終
了
の
後
に
は
秦
民
と
同
様
、
郡
豚
民
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
分
業
化

は
増
淵
氏
の
い
う
郡
豚
民
把
握
原
理
の
嬰
質
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、
描
話
の
「
覇
道
か
ら
王
道
」
へ
の
饗
化
で
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
功
を
場
げ
て
後
、
賞
を
授
け
る
と
い
う
一商一
鞍
嬰
法

の
原
理
が
保
民
の
功
績
を
改
定
し
て
、

「復
と
菟
税
」

の
賞
を
輿
え
る
と
い
う
策
に
よ

っ
て
重
大
な
饗
更
を
蒙

っ
て
い
る
黙
で
あ
る
。

」の

施



策
を
可
能
に
し
た
の
は
如
何
な
る
根
擦
に
も
と
づ
く
か
を
み
れ
ば
、

そ
れ
は
修
権
篇
(
第
十
四
)
に
、

闘
の
治
む
る
所
以
の
者
三
。

一
に
日
く
法
、
二
に
日
く
信
、
三
に
日
く
擢
。
法
は
君
臣
の
共
に
操
る
所
な
り
。
信
は
君
臣
の
共
に
立
つ
る

所
な
り
、
権
は
君
の
濁
り
制
す
る
所
な
り
e

けと
てあ
いる
た「
が三
、 しー

修の
樺権
篇の
の震
段展
階・
、確

乃立
ち化

ヨあ
誓る
メι と
戦田
園，(0.、

ゎ
末れ
期る
法

霊法
唱と
流后

警 E
議議
詮芸
ZL時
と?に
(定
喜め

最ら
評れ
停fEた
bCが

Z樺
..cf主

主主
秦王
王警

官E
，】 ずつ

期
に乏
於涙
てを
、受

君
主
の
権
が
確
立
し
は
じ
め
、
君
主
が
悉
一
意
的
に
功
を
改
定
し
て
、
賞
を
先
予
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

11 

算
地
篇
の
位
置

前
一章
で
棟
民
篇
の
主
鐙
で
あ
る
臣
が
主
張
し
た
の
は
故
秦
民
H
戦
闘
、
三
耳
目
の
株
民
H
H
農
耕
と
い
う
よ
う
に
、
分
業
す
る
と
同
時
に
椋
民
に

た
い
し
て
賂
来
の
功
績
を
改
定
し
て
賞
を
先
予
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一商
鞍
嬰
法
の
覇
道
的
原
則
を
動
揺
さ
せ
る
措
置
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
提
案
者
た
る
臣
が
批
判
の
謝
象
と
し
た
の
は
右
の
原
則
に
忠
寅
な
王
更
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
の
王
吏
の
立
場
を
一
示
す
も
の
が
商
君

- 7 ー

書
棟
民
篇
と
異
な
る
篇
に
み
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
れ
を
一
商
君
書
算
地
篇
に
比
定
し
た
い
。
こ
の
篇
を
み
る
と
休
民
篇
と
問
機
ま

ず、

園
を
矯
め
地
に
任
ず
る
者
は
山
林
什
一
に
お
り
、
薮
溜俸は
什
一
に
お
り
、
総
谷
流
水
は
什

一
に
お
り
、
都
邑
践
這
は
什
四
に
お
る
。
こ
れ

先
(
王
)
の
正
律
な
り
。

と
記
す
。
こ
の
文
章
の
「
都
邑
援
道
什
四
」
は
お
そ
ら
く
什

一
の
誤
り
で
あ
り
、
悪
因
と
良
田
を
加
え
た
率
が
什
六
と
補
訂
さ
る
べ
き
こ
と
は

(
間

山

)

朱
師
轍
の
注
記
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
み
ぎ
文
章
に
み
え
る
「
先
王
の
正
律
」
と
は
ま
さ
に
体
民
篇
の
「
先
王
の
制
土
分
民

の
律
」
と
お
な
じ
内
容
を
指
す
。
こ
の
正
律
を
標
準
と
し
て
秦
地
の
現
肢
を

7 

故
に
圏
を
篤
む
る
に
困
を
分
つ
散
が
小
さ
く
、

五
百
畝
を
配
分
し
、

そ
こ
か
ら
一
役
を
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
土
地
の
力
を
童
し
て
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い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
方
百
里
で
戟
卒
禽
人
を
出
す
と
い
う
の
は
敷
が
少
い
。

と
分
析
す
る
。
秦
地
は
田
土
が
贋
く
人
聞
が
少
レ
の
で
、
先
王
の
律
の
五
分
の
一
し
か
数
卒
、
が
あ
が
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の

算
地
篇
の
臣
の
議
論
は
ま
さ
し
く
椋
民
篇
の
臣
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
こ
の
僚
件
を
前
提
と
し
て
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
三

音
の
地
理
的
特
徴
を
秦
閣
の
土
地
・
人
聞
の
在
り
か
た
と
封
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
招
来
す
べ
き
三
音
の
民
に
復
と
菟
税
の
特
典
を
輿
え
る

よ
う
提
案
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
を
秦
の
贋
大
な
未
墾
地
に
置
い
て
開
墾
に
専
念
さ
せ
、
農
政
を
あ
げ
る
読
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
た

い
し
算
地
篇
の
臣
で
は
ど
う
か
。
算
地
篇
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、

臣
ゆ
え
に
世
主
の
篤
に
之
を
患
う
。
其
れ
地
大
に
し
て
墾
せ
ざ
る
は
地
な
き
に
同
じ
。
民
衆
く
し
て
用
い
ざ
る
は
民
な
き
に
同
じ
。
故
に

(

口

)

園
を
魚
め
る
の
放
は
務
め
て
墾
草
に
あ
り
。
用
兵
の
道
は
務
め
て
萱
賞
に
あ
り
。
私
利
、
外
に
塞
げ
ば
民
、
農
に
属
す
る
に
務
む
。

と
篇
の
論
旨
が
こ
の
部
分
か
ら
株
民
篇
の
臣
設
と
ち
が
っ
た
方
向
に
進
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
秦
の
瞭
野
を
開
墾
す
る
駐
は
棟
民
篇
と
全
く

- 8ー

ち
が
わ
な
い
が
、
そ
の
具
盤
的
方
法
は
、
三
菅
の
休
民
に
依
擦
す
る
の
で
は
な
く
、
秦
の
故
民
の
開
墾
に
求
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
用
兵

策
と
並
行
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
体
民
篇
の
臣
の
策
は
農
耕
と
戦
闘
の
分
業
・
人
員
不
足
を
補
充
す
る
た
め
三
菅
か
ら
体
民
す
る

黙
に
核
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
算
地
篇
の
臣
の
策
は
開
墾
の
た
め
に
秦
民
が
よ
り
一
一
層
、
農
務
に
専
念
す
る
こ
と
。
休
民
篇
の
臣
で
は
秦

の
内
政
に
は
燭
れ
ず
、
外
部
の
三
菅
か
ら
州
労
働
力
を
導
入
し
て
農
事
に
充
て
る
よ
う
考
え
て
い
た
が
、
算
地
篇
の
臣
で
は
「
民
衆
く
し
て
用
い

ざ
る
」
秦
の
内
政
の
朕
況
を
批
判
し
、
秦
民
を
使
用
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
算
地
篇
で
は
ま
た
次
の
よ
う
に
の
ベ
る
。

今
、
世
主
、
地
を
砕
き
民
を
治
め
ん
と
欲
し
て
、
数
を
審
か
に
せ
ず
。
臣
そ
の
事
を
壷
さ
ん
と
欲
し
て
術
を
立
て
ず
。
故
に
固
に
不
服
の

民
あ
り
。
主
に
不
令
の
臣
あ
り
。
故
に
聖
人
の
園
を
魚
む
る
や
、
入
り
て
民
を
し
て
以
て
農
に
属
さ
し
め
、
出
で
て
民
を
し
て
載
を
計
ら

し
む
:
:
:
中
略
・
:
利
、
地
に
出
れ
ば
民
、
力
を
壷
し
、
名
、
戦
い
に
出
れ
ば
民
、
死
を
致
す
。

:
中
略
:
今
は
則
ち
然
ら
ず
。
世
主
の

務
を
加
う
る
所
の
者
は
み
な
園
の
急
に
非
ず
・
:
。

と
。
す
な
わ
ち
算
地
篇
の
臣
は
現
在
、
秦
で
は
君
臣
の
あ
い
だ
の
術
数
が
動
揺
し
て
い
る
た
め
、

不
服
の
民
、

不
令
の
臣
が
多
く
な
っ
た
。
本



来
、
聖
人
の
統
治
と
い
う
の
は
農
戦
一
元
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
充
分
に
貫
行
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
右
の
原
則
が
行
な
わ

れ
て
い
な
い
の
で
「
五
民
、
園
周
に
加
わ
れ
ば
則
ち
田
荒
れ
て
兵
弱
し
」
と
五
民
な
る
者
が
生
じ
た
。
算
地
篇
で
は
そ
れ
は
談
説
、
技
輩
、
一
商

賓
の
各
士
及
び
慮
士
、
勇
士
で
あ
る
。
墾
令
篇
で
は
「
五
民
な
る
者
、
境
内
に
生
ぜ
ず
ば
則
ち
草
必
ず
墾
せ
ん
」
と
あ
り
、
禰
急
、
復
剛
、
怠

情
、
費
資
、
巧
訣
な
る
各
民
に
あ
て
る
。
隻
方
の
篇
で
表
現
は
ち
が
う
け
れ
ど
も
五
民
と
は
法
に
従
わ
ず
、
曲
演
務
に
つ
と
め
ず
、
外
交
、
一
商
業

な
ど
瀧
業
に
向
う
民
で
あ
り
、
農
戦
一
元
の
秦
の
原
則
か
ら
外
れ
た
人
々
で
あ
る
。
農
戦
篇
で
は
詩
書
を
拳
ん
で
外
交
に
従
事
す
る
人
、
一
商

人
、
技
事
の
人
を
あ
げ
て
彼
ら
は
「
皆
以
て
農
戦
を
避
く
」
と
あ
り
、
そ
の
存
在
が
一
元
性
を
損
う
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
新
令
篇
で
は
、

「
六
詰
用
い
ざ
れ
ば
則
ち
兵
民
み
な
競
勤
し
て
主
の
用
を
震
す
を
楽
し
む
」
と
あ
っ
て
、
六
種
の
害
虫
が
兵
民
一
元
化
を
妨
げ
「
君
主
の
用
を

(
叫
叩
〉

塞
ぐ
」
と
批
剣
し
て
い
る
。

そ
の
六
誌
と
は
「
躍
築
、
詩
書
、
修
善
、
孝
弟
、
誠
信
、
貞
廉
、
仁
義
、
非
兵
、
差
戦
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
儒

家
の
道
徳
、
墨
家
の
非
戦
等
の
思
想
を
批
剣
し
て
い
る
。
か
か
る
五
民
、
六
誌
が
生
れ
る
と
民
は
農
・
戦
以
外
の
方
法
で
霞
賞
を
得
ょ
う
と
す

る
か
ら
、
園
家
政
策
の
基
本
が
動
揺
す
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
算
地
篇
の
臣
は
農
戟
一
元
の
一
商
験
的
政
策
原
則
が
現
在
の
秦
園
で
は
弛
緩
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
君
主
も
亦
、
農
戦
以
外

の
方
法
で
臣
・
民
を
登
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
肢
を
改
め
て
民
を
本
来
の
原
貼
に
た
ち
返
ら
す
こ
と
が
緊
要
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

- 9一

そ
れ
ゆ
え
、
算
地
篇
の
臣
は
体
民
篇
の
臣
の
よ
う
に
農
戦
一
元
の
原
理
が
外
征
に
さ
い
し
て
生
じ
た
矛
盾
を
秦
の
嘗
面
す
る
最
大
の
問
題
と
は

み
ず
、
む
し
ろ
内
政
に
お
け
る
一商験
的
原
則
の
弛
緩
こ
そ
が
酔
民
を
生
む
の
で
、
そ
れ
が
正
さ
る
べ
き
中
心
課
題
だ
と
み
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

III 

徐
民
、
算
地
雨
篇
の
具
象
化

(

凶

)

し
ば
ら
く
し
た
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
翫
越
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
算
地
篇
の
臣
の
思
想
は
大
凡
、
体
民
篇
の
王
吏
に
一
該
嘗
す
る
と
お
も
わ
れ
、
陳
啓
天
氏
の
考
誼
を
参
照
す
れ
ば
右
雨
篇
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
政

す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
体
民
篇
は
長
卒
の
戦
い
の
後
、

9 

治
家
の
意
見
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
昭
嚢
王
の
晩
期
に
お
い
て
、
秦
の
王
廷
内
で
は
一
種
、

い
か
な
る
政
治
的
朕
況
が
存
在
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し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
推
戴
者
は
昭
王
の
母
、

宜
太
后
の
弟
に
首
る
貌
円
で
あ
っ
た
。
彼
は
先
代
武
王
の
死
後
「
諸
弟
争

(
却
)

立
」
の
な
か
で
郷
り
昭
王
を
推
し
、

季
君
の
反
乱
を
抑
え
て
昭
王
の
位
置
を
安
定
さ
せ
た
と
い
う。

以
後
、
六
閣
と
の
戦
闘
が
激
化
す
る
が
、

秦
の
昭
衰
王
が
即
位
し
た
と
き
、

そ
の
際
有
力
な
将
軍
を
必
要
と
し
た
。
時
に
貌
丹
が
登
用
し
た
の
が
か
の
有
名
な
白
起
に
外
な
ら
な
い
。
穣
侯
列
俸
に
「
白
起
な
る
者
は
穣
侯

の
任
翠
す
る
所
な
り
。
相
善
し

・」
と
み
え
る
。
由
起
は
彼
の
要
望
に
こ
た
え
て
韓

・
説
を
攻
め
、
昭
王
二
十
八
年
に
は
楚
を
攻
め
て
南
郡
を
設

置
す
る
戦
果
を
あ
げ
る
。
こ
の
雨
者
が
相
い
倹
っ
て
秦
の
覇
遁
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
穣
侯
列
俸
の
賛
に、

秦
の
、
東
地
を
盆
し
諸
侯
を
弱
め
、
嘗
て
一帝
を
天
下
に
稀
し
、
天
下
み
な
西
郷
し
て
稽
首
す
る
所
以
の
者
は
穣
侯
の
功
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
覇
道
の
推
進
は
同
時
に
貌
丹
の
私
的
利
盆
に
も
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
昭
王
三
十
二
年
、
視
を
攻
め
て
大
梁
を

包
囲
し
た
記
事
が
穣
侯
列
俸
に
み
え
る
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

か
つ

君
の
地
を
得
る
、
量
必
し
も
兵
を
以
て
せ
ん
や
。
膏
園
を
割
く
に
秦
兵
攻
め
ざ
れ
ば
、
現
必
ず
絡
、

安
邑
を
放
さ
ん
。
ま
た
陶
の
た
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め
に
雨
道
を
聞
く
。

陶
は
瀦
丹
の
領
地
で
あ
り
、
魂
と
和
睦
す
れ
ば
陶
地
の
便
宜
と
な
る
と
い
う
利
益
が
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
「
是
に
お
い
て
穣
侯
の
富
、
王
室
よ

(
幻
)

り
も
富
む
」
と
あ
る
の
は
舗
道
を
す
す
め
る
な
か
で
衣
第
に
私
権
を
た
て
て
い
っ
た
穣
侯
の
あ
り
ょ
う
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
み

え
る
覇
道
は
一商
鞍
饗
法
の
功
賞
原
理
を
踏
む
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
功
が
多
け
れ
ば
賞
も
増
す
の
で
あ
っ
て
、
秦
の
覇
業
の
嬢
張
と
並
行
し

て
穣
侯
の
私
権
も
ま
た
蹴
大
し
て
い
く
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
。
昭
王
三
十
六
年
、
穣
侯
は
斉
を
伐
ち
、
剛
・

需
の
邑
を
奪
い
こ
れ
を
自
己
の

封
地
に
併
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
親
の
宿
雌
が
入
秦
し
て
穣
侯
の
政
策
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
「
秦
、
安
ん
ぞ
王
を
得
た
る
、
秦
濁
り

太
后

・
穣
侯
あ
る
の
み
」

(史
記
活
唯

・
禁
津
列
惇
)
と
あ
る
。
昭
王
が
壮
年
に
達
し、

親
政
の
一意
志
の
あ
る
の
を
み
て
雌
は
王
に
進
言
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
改
想
ど
お
り
昭
王
は
蒲
雌
を
客
卿
に
抜
擢
し
て
共
に
兵
事
を
計
り
「
卒
に
花
維
の
謀
を
聴
」
く
(
前
掲
書
、
同
侮
)
よ
う
に
な

る
。
右
の
経
緯
か
ら
み
る
と
太
后
・
穣
侯
・
白
起
の

「
政

・
箪
」
健
制
は
昭
王
三
十
六
年
に
到
っ
て
衰
え
る
徴
候
が
み
ら
れ
、

や
が
て
昭
王
・



荷
雌
建
制
に
描
開
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
四
十
一
年
に
は
「
高
雄
、
既
に
し
て
秦
に
相
た
り
」
(
史
記
花
碓
・
奈
津
列
俸
)
と
擢
力
の
座
に
つ
き
、

四
十
二
年
九
月
に
は
穣
侯
が
引
退
、
同
十
月
に
宣
太
后
が
死
去
す
る
に
至
っ
て
完
全
に
政
権
が
交
替
す
る
。

き
て
、
こ
こ
に
み
る
茄
睦
の
基
本
的
な
政
治
理
念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
王
と
の
初
封
面
で
唯
は
衣
の
よ
う
に
い
う
。

臣
聞
け
り
。
昔
、
口
口
向
の
文
王
に
遇
う
や
、
身
、
漁
夫
た
り
:
・
。
己
に
説
き
立
ち
て
太
師
と
な
る
・
:
。
故
に
文
王
迭
に
功
を
ロ
ロ
向
に
牧
め
、

。
。
。
。
。
。
。
。

卒
に
天
下
に
王
た
り
。
郷
に
文
王
を
し
て
目
向
を
疏
ん
ぜ
し
め
深
言
を
輿
え
ざ
ら
し
め
ば
、
是
れ
周
、
天
子
の
徳
な
く
、
文
、
武
と
も
に

其
の
王
業
を
成
す
な
し
。
(
史
記
活
雑

・
奈
津
列
博
)

み
ぎ
傍
黙
の
部
分
は
戟
園
策
で
は
「
卒
に
天
下
を
撞
に
し
身
は
立
ち
て
一
帝
王
と
な
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
秦
は
攻
防
に
よ
い
地
形
を
も
ち
、

民
は
公
戟
に
勇
で
王
者
の
民
で
あ
り
、
覇
業
を
致
す
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
王
者
た
る
君
主
を
介
し
て
覇
遁
を
お
こ
な
う
こ
と
、
換
言
す
れ

ば
一
帝
王
の
遭
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
丞
相
穣
侯
は
開
閉
し
て
出
撃
せ
ず
、
却
っ
て
遠
い
膏
園
を
伐
と
う

と
い
う
拙
策
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ

て
維
は
「
い
ま
輿
園
の
親
し
ま
ざ
る
を
み
て
、
人
の
園
を
越
え
攻
め
る
は
可
な
ら
ん
か
。
其
れ
計
に
お
レ

(
幻
)

て
疏
な
り
」
と
非
難
し
、
「
王
、
遠
交
し
て
近
攻
す
る
に
し
か
ず
-
と
い
う
方
針
を
一
示
す
。

具
縫
的
に
は
、
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昭
王
日
く
:
:
:
競
に
親
し
む
奈
何
ぞ
と
。
劉
え
て
回
く
、

王
、
詞
を
卑
し
く
し
幣
を
重
く
し
て
以
て
之
に
事
え
よ
。
不
可
な
れ
ば
則
ち
、

(

お

)

地
を
割
い
て
之
に
賂
せ
よ
。
不
可
な
れ
ば
因
っ
て
兵
を
患
げ
て
之
を
伐
て
。
王
日
く
、
寡
人
敬
ん
で
命
を
聞
か
ん
。

と
の
ベ
て
貌
と
の
和
親
を
目
的
と
し
て
、
征
伐
を
そ
の
手
段
と
み
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
穣
侯
・
白
起
に
よ
る
外
征
と
は
そ
の
趣
旨
を
異
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

秦
、
韓
を
攻
め
陸
を
闇
む
。
活
雄
、
秦
の
昭
王
に
謂
い
て
日
く
、
人
を
攻
め
る
者
あ
り
。
地
を
攻
め
る
者
あ
り
。
穣
侯
十
た
び
貌
を
攻
め

て
傷
け
る
を
得
ざ
る
は
秦
弱
く
、
貌
強
き
に
非
ざ
る
な
り
。
そ
の
攻
め
る
所
は
地
な
り
。
地
は
人
主
の
甚
だ
愛
す
る
所
な
り
。
人
主
は
人

11 

臣
の
繁
し
み
て
死
を
篤
す
所
な
り
c

人
主
の
愛
す
る
所
を
攻
め
、
死
を
繁
し
む
者
と
闘
う
。
故
に
十
攻
し
て
勝
つ
能
わ
ざ
る
な
り
c

今、

王
ま
さ
に
韓
を
攻
め
腔
を
圏
む
。
臣
願
く
は
王
の
濁
り
其
の
地
を
攻
め
る
こ
と
な
く
し
て
、
其
の
人
を
攻
め
よ
。
(
戦
園
策
各
五

泰
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と
あ
る
の
は
地
を
攻
め
る
穣
侯
の
策
に
針
置
し
て
、
人
を
攻
め
る
方
法
が
提
起
さ
れ
、
君
主
の
徳
を
介
し
た
覇
道
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
秦
の
政
策
轄
換
が
討
斉
の
昭
王
三
十
六
年
を
機
に
開
始
さ
れ
る
が
、
穣
侯
の
方
針
を
と
る
白
起
は
依
然
、
従
来
ど
お
り
諸
園
領

に
地
を
併
せ
る
戦
闘
行
動
を
繍
け
て
い
た
。
四
十
一
年
穣
侯
の
失
脚
後
も
嬰
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
問
題
の
昭
王
四
十
七
年
の
事
態
を
迎
え
る
こ

(
U
A
)
 

と
に
な
る
。
先
に
同
年
七
月
、
越
と
の
戦
い
に
先
立
ち
「
(
昭
)
王
自
ら
河
内
に
ゆ
き
、
民
爵
各
一
級
を
賜
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
が
民
に

画
肘
を
授
け
て
レ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
功
の
な
い
民
に
賞
を
先
興
し
て
い
る
わ
け
で
一
商
鞍
の
授
爵
原
則
の
饗
更
で
あ
り
、

王
の
悉
意
に
よ
る
恩
徳
の

下
賜
で
あ
る
。
既
に
の
ベ
た

「樺
」
の
伸
長
と
い
え
よ
う
。

同
年
九
月
に
著
名
な
長
卒
の
戦
い
が
あ
っ
た
。
秦
の
白
起
は
超
軍
を
破
っ
て
「
卒
四
十
寓
人
、
武
安
君
に
降
る
。
武
安
君
計
り
て
日
く
、
前

に
秦
す
で
に
上
禁
を
抜
く
。
上
禁
の
民
、
秦
た
る
を
繁
し
ま
ず
し
て
、
越
に
信
仰
す
e

越
卒
反
覆
、
壷
く
之
を
殺
す
に
非
ず
ん
ば
恐
ら
く
凱
を
篤

さ
ん
。
乃
ち
詐
を
挟
ん
で
量
く
之
を
坑
殺
す
:
:
。
前
後
、
斬
首
虜
四
十
五
寓
人
。
超
人
大
い
に
震
う
」
(
史
記
白
起

・
王
前
期
列
停
)
と
あ
る
よ
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う
に
降
卒
を
大
量
坑
殺
す
る
。
こ
の
行
震
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

徳
を
布
き
和
親
策
を
基
調
と
す
る
雁
侯
花
碓
の
方
針
と
員
向
う
か
ら
劉
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
虐
殺
事
件
に
か
か
わ
る
由
起
と
花
碓
の
関
係
に
つ
い
て
蘇
轍
は
、

予
、
太
史
公
の
白
起
停
を
讃
み
、
秦
の
再
び
同
郡
を
攻
め
る
や
、
起
と
活
臨
怨
あ
り
。
病
と
稽
し
て
行
か
ず
、
以
て
其
躯
を
亡
う
e

慨
然

と
し
て
歎
じ
て
日
く
起
は
武
夫
を
以
て
信
を
屈
す
る
所
な
し
。
而
し
て
併
談
の
土
に
困
し
む
。
起
を
し
て
勉
強
一
行
せ
し
む
れ
ば
兵
未
だ

必
し
も
敗
れ
ず
し
て
、
死
を
免
れ
し
な
ら
ん
:
:
:
。
(
古
史
容
四
四
、
白
起
〉

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
起
は
武
弁
に
す
ぎ
.
す
、
同
学
聞
に
依
け
て
い
た
こ
と
が
悲
劇
的
死
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
別
に
『
十
七
史
一
商一

権
』
に
お
い
て
王
鳴
盛
は
、

白
起
、
越
を
長
卒
に
破
り
詐
り
て
其
卒
四
十
蔦
を
坑
す
。
自
ら
不
世
の
功
を
建
つ
と
謂
う
。
敦
ぞ
知
ら
ん
、
花
雄
己
に
そ
の
後
を
伺
い
、

傾
け
て
之
を
殺
す
。
天
道
は
殺
を
悪
み
、
還
を
好
む
。
量
、
悟
る
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
c

雄
の
若
き
は
ま
た
小
人
の
尤
な
り
。
そ
れ
起
、
秦



に
在
り
て
則
ち
第
臣
と
謂
う
ベ
し
。
推
そ
の
己
に
偏
る
を
悪
み
、
必
ず
之
を
死
地
に
置
い
て
後
快
し
と
す
。
蓋
し
古
よ
り
擢
臣
、
人
主
の

威
柄
を
縞
ま
ん
と
欲
し
、
良
勝
在
り
と
雄
も
外
に
あ
っ
て
務
め
て
其
の
肘
を
製
し
成
功
を
得
ざ
ら
し
む
。
甚
だ
し
き
は
且
に
よ
っ
て
之
を

(
お
)

訣
前
摘
す
。
其
れ
た
だ
一
身
の
富
貴
の
震
に
計
り
て
人
主
の
震
の
計
を
せ
.
さ
る
こ
と
此
の
如
き
者
あ
り
。

と
述
べ
功
労
の
臣
と
し
て
の
白
起
を
評
債
し
な
が
ら
も
、
四
十
寓
の
卒
を
坑
殺
し
た
事
に
つ
い
て
は
「
天
道
は
殺
を
悪
」
む
見
地
か
ら
起
に
よ

る
虐
殺
を
批
剣
し
て
い
る
。

以
上
、
穣
侯
・
白
起
は
軍
功
を
中
心
と
す
る
覇
遁
方
針
を
と
り
、
活
推
は
君
主
の
徳
を
介
し
て
の
覇
道
H
帝
王
道
を
行
わ
ん
と
し
て
い
る
。(

お
)

こ
の
黙
か
ら
更
め
て
一
商
君
書
の
南
篇
を
み
る
と
、
算
地
篇
の
臣
は
獲
法
の
原
則
に
忠
寅
な
穣
侯
の
系
列
に
立
ち
、
棟
民
篇
の
臣
は
右
の
指
維
や

そ
の
後
に
権
力
の
座
に
就
い
た
奈
津
ら
の
立
場
に
近
接
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

IV 

腰
侯
花
唯
と
秦
津

一 13一

(
幻
)

長
卒
の
戦
を
経
て
榔
都
を
包
囲
し
た
昭
王
五
十
年
に
「
(
活
碓
)
己
に
し
て
武
安
君
白
起
と
隙
あ
り
」
と
あ
り
、
白
起
列
停
で
は
、
韓
、
超

南
園
が
秦
の
攻
撃
を
恐
れ
、
蘇
代
を
使
者
と
し
て
雁
侯
を
読
き
、
自
起
の
侵
略
を
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

上
薬
の
民
、
皆
反
り
て
越
と
な
る
。
天
下
、
秦
民
た
る
の
日
久
し
き
を
楽
し
ま
ず
。

い
ま
越
を
亡
ぼ
し
北
地
は
燕
に
入
り
、
東
地
は
斉
に

入
り
、
南
地
は
韓
・
貌
に
入
ら
ん
。
則
ち
君
の
得
る
所
の
民
、
幾
何
人
も
亡
し
。
故
に
因
り
て
之
を
割
す
る
に
如
か
ず
。
以
て
武
安
君
の

(
お
)

功
と
篤
す
勿
れ
。

と
あ
る
。
こ
の
説
得
を
詣
唯
は
聞
き
い
れ
、
昭
王
に
上
奏
し
て
六
城
を
割
譲
す
る
僚
件
で
越
と
和
睦
し
、
四
十
八
年
正
月
兵
を
引
く
決
定
を
し

(
却
〉

た
。
た
め
に
「
武
安
君
之
を
聞
き
是
に
由
っ
て
雁
侯
と
隙
あ
り
」
と
い
う
。
し
か
し
徐
字
遠
の
注
に
よ
れ
ば
「
武
安
君
は
穣
侯
の
任
ず
る
所
、

醸
侯
、
穣
侯
に
代
っ
て
相
た
り
。
二
人
、
故
に
隙
あ
り
・
」
と
論
ず
る
が
、
路
線
の
遠
い
を
示
唆
す
る
こ
の
見
解
が
安
嘗
で
あ
る
。
と
も
か
く
も

13 

こ
の
越
と
の
和
議
が
南
者
の
不
和
を
決
定
付
け
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
一
商
鞍
蟹
法
的
覇
遁
か
ら
王
遁
を
介
し
て
一
帝
王
道
へ
移
行
す
る
獣
況
を
白
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(
ぬ
)

起
の
死
が
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
移
行
が
始
ま
る
や
急
テ
ン
ポ
で
政
治
嬰
化
が
進
展
す
る
。
慮
侯
の
推
撃
し
た
鄭
安
卒
が
越
と
戦
っ
て
敗
れ
、

(
訂
)

(
沼〉

河
東
守
王
稽
も
諸
侯
と
の
交
際
嫌
疑
で
慮
刑
さ
れ
、
十
氾
維
に
連
坐
の
憧
れ
が
生
じ
た
。
こ
の
虚
置
に
つ
い
て
『
史
記
』
と
『
戦
園
策
』
で
は
昭

王
の
そ
れ
に
釘
躍
す
る
姿
勢
の
記
述
に
違
い
が
あ
る
。
前
者
で
は
、

鹿
侯
葉
を
席
き
罪
を
請
う
。
秦
之
法
、
人
を
任
じ
、
任
ず
る
所
善
か
ら
ざ
る
者
各
、
其
罪
を
以
て
之
を
罪
す
。
是
に
於
て
麿
侯
の
罪
嘗
に

。
。
。
。
。
。

かな

三
族
を
牧
む
。
秦
昭
王
、
鹿
侯
の
一意一
を
傷
く
を
恐
れ
:
:
:
日
盆
に
厚
く
し
以
て
其
意
に
適
う
に
順
う
。

と
あ
り
、
後
者
で
は
、

秦
、
同
郡
を
攻
め
十
七
月
下
ら
ず
:
:
:
王
稽
聴
か
ず
、

軍
吏
窮
る
。
果
し
て
王
稽
を
悪
み
、
杜
撃
以
て
反
す
。
秦
王
大
に
怒
り
粂
ね
て
沼

維
を
訣
せ
ん
と
欲
す
。
茄
雄
日
く
・:
:
王
、
臣
を
鴎
旅
の
中
に
挙
げ
職
事
せ
し
む
。
天
下
皆
臣
の
身
、

;
:
:
是
れ
王
の
過
場
、
天
下
に
頼
れ
ん
:
:
:
注
に
殺
さ
ず
し
て
幹
い
む
い
酌
れ
。

王
の
撃
と
興
に
す
る
を
聞
け
り

茶
揮
で
あ
る
が
、

そ
の
論
に
、

14ー

と
あ
る
。
君
主
権
の
伸
長
と
い
う
硯
貼
か
ら
す
る
と
『
戦
闘
策
』

の
描
寓
が
リ

ア
ル
で
あ
る
。
こ
の
君
臣
聞
の
矛
盾
を
衝
い
て
入
秦
し
た
の
が

仁
を
身
に
つ
け
義
を
守
り
、
道
を
行
い
、
徳
を
施
し
:
・
:
世
人
は
三
者
の
功
を
讃
え
る
が
徳
あ
り
と
は
せ
ず
:
白
起
も
:
:
:
帝
業
を
成

(

お

)

し
た
が
功
成
っ
て
剣
を
賜
わ
る
。

一商
鞍
・
呉
起

・
大
夫
種

・
白
起
の
四
者
を
功
業
の
故
に
許
債
し
な
が
ら
徳
を
伴
わ
ぬ
放
に
結
末
は
悲
劇
で
あ
っ
た
と
い
う
。
叉
、
大

功
は
耐
の
木
で
あ
る
か
ら
身
を
退
け
る
態
度
が
必
要
だ
、
四
者
は
「
功
成
っ
て
去
ら
ざ
り
し
た
め
繭
が
及
ん
だ
」
と
も
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

と
あ
り

論
説
の
思
想
的
根
援
は
、
「
物
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
衰
え
る
は
天
地
の
常
数
な
り
。
進
退
盈
縮
、
時
と
愛
化
す
る
は
聖
人
の
常
道
な
り
」
「
飛
龍
の

よ

ろ

(

制
作
)

天
に
あ
る
は
、
大
人
を
見
る
に
利
し

」
の
よ
う
に
『
易
経
』
を
引
い
て
述
べ
る
部
分
と
、
『
論
語
』
『
蓄
超
』
を
引
く
部
分
と
が
あ
る
。

徳
を
備

え
る
と
と
も
に
身
を
退
く
姿
勢
を
説
く
こ
と
は
君
主
権
の
紹
封
性
を
容
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
逆
鱗
に
燭
れ
ぬ
官
僚
の
姿
勢
を
求
め
る
も
の

(お
)

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



右
の
よ
う
に
穣
侯

・
薩
侯
・
奈
津
と
い
う
各
丞
相
の
在
り
か
た
の
遣
い
に
示
さ
れ
た
秦
園
の
政
治
の
推
移
を
み
る
と
、

一商
秩
嬰
法
的
覇
道
か

ら
商
鞍
描
話
に
み
る
王
道
を
介
し
て
一
帝
王
道
へ
と
饗
化
し
て
い
く
遁
程
が
大
凡
察
知
で
き
る
。
一
商
君
害
保
民
篇
の
王
吏
は
右
の
覇
道
を
承
け
る

穣
侯
系
の
立
場
に
あ
り
、
同
篇
の
臣
は
そ
れ
を
批
判
す
る
雁
侯
系
も
し
く
は
秦
津
系
の
流
れ
に
立
つ
こ
と
を
、
既
に
議
想
し
て
き
た
が
、
こ
の

徳
民
篇
の
臣
が
そ
の
何
れ
の
側
に
属
す
る
と
み
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
か
を
推
論
し
て
み
よ
う
。

或
は (1) ま

ず
、
そ
の
解
決
の
手
懸
り
と
し
て
株
民
篇
の

。

。

。

。

ゅ

周
軍
の
勝
、
筆
軍
の
勝
、
秦
、
斬
首
し
て
東
に
之
く
。

且
つ
周
箪
の
勝
、
華
箪
の
勝
、
長
卒
の
勝
、
秦
の
民
を
失
う
所
の
者
は
幾
何
ぞ
。

と
あ
る
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ωで
い
う
と
、
戦
園
策
に
周
軍
の
勝
は
み
ら
れ
な
い
が
、

ωで
は
一
商
君
書
の
ど
の
版
本
に
も
こ
の
順
序
で
傍
貼

(

お

)

文
句
は
存
在
す
る
。
従
っ
て
周
軍
の
勝
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
華
軍
の
勝
と
は
朱
師
轍
の
在
韓
に
よ
る
と
、
昭
嚢
王
の
三
十
三
年
、

(

釘

)

(

お

)

。

客
卿
の
胡
傷
が
貌
を
攻
め
、
さ
卯
を
華
陽
で
破
っ
た
戦
い
を
指
す
も
の
と
い
う
。
『
一
商
君
書
新
注
』
、
『
評
注
』
で
は
昭
婆
王
三
十
四
年
の
華
陽

(
ぬ
)

の
戦
役
と
注
律
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
周
軍
の
勝
は
『
一
両
君
書
校
樺
』
に
は
昭
裏
王
五
十
二
年
、
西
周
を
占
領
す
る
戦
い
と
解
穫
し
、
『
一
商
君

(
幼
)

O

書
新
注
』
、
同
『
評
注
』
、
同
『
注
諜
』
で
は
昭
嚢
王
五
十

一
年
の
秦
が
周
を
滅
し
た
戦
役
と
み
な
し
、
年
数
は
一
年
ち
が
っ
て
い
る
が
、
共
に

(2) 

- 15ー

お
な
じ
戦
役
に
比
定
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
省
み
て
長
卒
の
勝
と
い
う
の
は
昭
嚢
王
四
十
七
年
で
あ
る
か
ら
、
以
上
、
三
つ
の
戦
役

の
一
商
君
書
体
民
篇
に
お
け
る
記
述
順
序
は
不
整
合
と
い
え
よ
う
。

〈
川
叫
〉

既
述
の
諸
注
稗
本
の
解
種
以
外
で
み
る
と
、
『
一商
君
書
経
済
論
述
選
注
』
で
は
、
周
軍
の
勝
と
は
B
C
二
九
三
(
昭
衷
王
十
六
年
)
、
韓

・
貌

・

周
が
秦
を
連
合
し
て
攻
撃
す
る
に
あ
た
り
、
路
軍
白
起
が
伊
闘
に
お
い
て
反
撃
し
、
三
園
連
合
軍
を
う
ち
破
っ
た
戦
い
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。
絞
述
の
順
序
か
ら
い
う
と
こ
の
注
穫
が
整
合
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
史
記
白
起
列
俸
に
記
す
所
は
「
昭
王
十
四
年
、
白
起
は
左
更
の
位

15 

に
進
み
、
韓
・
貌
を
攻
め
、
伊
闘
で
戦
っ
て
、
首
を
取
る
こ
と
二
十
四
薦
。
そ
の
上
(
韓
の
〉
賂
軍
公
孫
喜
を
捕
え
、
五
つ
の
城
を
陥
入
れ
た
」
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で
あ
っ
て
、

周
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
戟
役
を
周
軍
の
勝
と
稿
す
る
の
は
や
は
り
不
適
嘗
で
あ
り
、
体
民
篇
の
順
序
に
つ
い

て
問
題
は
残
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
証
四
伴
者
の
云
う
よ
う
に
昭
裏
王
五
十
一
年
、

西
周
を
滅
し
た
戦
い
と
み
る
読
を
採
り
た
い
。
保
民
篇
は
こ

。
。

(
必
)

の
後
す
ぐ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
奈
津
が
秦
に
入
り
臆
侯
を
丞
相
位
か
ら
斥
け
「
昭
王
新
た
に
奈
津
の
計
書
写
-
読
ぶ
」
と
い
う
こ
の
プ
ラ

ン
こ
そ
が
徳
民
篇
と
な
っ
た
上
奏
文
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

V 

秦
朝
権
力
の
性
格
鑓
化

そ
の
身
分
に
よ
っ
て
祉
禽
的
位
置
を
定
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
原
理

(
必
)

を
純
粋
に
行
な
え
ば
君
主
の
位
置
も
必
し
も
絶
封
的
た
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
戦
闘
策
に
「
孝
公
、
之
を
行
な
う
こ
と
八
年
、
疾
し
て
且
に

起
た
ず
、

一一
商
君
に
惇
え
ん
と
欲
す
。
商
君
、
辞
し
て
受
け
ず
」
と
死
に
さ
い
し
て
君
主
の
位
を
一商
映
に
譲
ろ
う
と
し
た
揺
話
が
み
え
る
の
も
、

商
鞍
の
政
策
の
基
本
原
理
は
功
第
を
基
準
と
し
て
爵
を
授
け
、

事
寅
か
否
か
は
別
に
し
て
、
原
理
を
そ
の
ま
ま
行
な
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
例
謹
に
な
り
え
よ
う
。

- 16ー

孝
公
は
鞍
の
方
針
を
寅
施
し
た
が
、
首
時
の
秦
園
の
貫
吠
は
様
々
の
抵
抗
の
源
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
宗
室

・
貴
戚
・
大
臣
」
と
呼

稀
さ
れ
る
上
層
部
の
反
援
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
粘
'
は
越
良
と
の
封
話
に
よ
っ
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
「
父
兄

(
仏
)

を
敬
し
て
有
徳
を
傘
ぶ
」
行
動
に
よ
っ
て
「
少
ら
く
安
ん
ず
」
る
朕
態
が
克
ち
と
れ
る
と
良
の
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
村
落
共
同
健
を
基
礎
と

す
る
宗
室
以
下
の
勢
力
が
な
お
解
佳
で
き
な
か
っ
た
様
相
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一商一
駄
の
権
力
の
基
礎
は
「
分
異
の
民
」
を
中
心
と
す
る

(
必
)

四
十
一
厭
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
上
に
立
つ
孝
公
の
櫨
力
は
な
お
覇
遁
を
行
な
う
に
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。

恵
王
の
時
代
、
張
儀
が
周
を
攻
め
「
天
子
を
挟
ん
で
」
天
下
に
披
令
す
る
覇
道
を
主
張
し
た
が
、
司
馬
錯
は
「
王
者
た
ら
ん
者
は
其
の
徳
を

(
必
)

博
く
す
る
に
務
め
る
」

富
園
策
を
と
っ
て
封
立
し
た
。
富
国
強
兵
策
が
共
に
狙
い
で
あ
る
が
、

富
閣
か
強
兵
か
の
い
ず
れ
を
こ
の
時
貼
で
と
る

か
で
議
論
が
分
岐
し
た
。

武
王
期
で
み
る
と
、
左
右
丞
相
制
が
成
立
し
て
、
宗
室
出
身
の
樗
里
疾
と
客
臣
甘
茂
が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
君
主
と
宗
室

・
貴
戚
の
雨
存
が



〈

円

引

)

計
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
恵
玉
、
武
王
雨
期
に
は
質
的
獲
化
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う
し
た
賦
況
下
で
昭
嚢
王
の
即
位
が

貧
現
し
た
。
こ
の
王
位
縫
承
に
は
親
丹
が
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
二
年
に
は
庶
長
祉
が
「
大
臣
・
諸
侯
・
公

子
」
と
と
も
に
反
劃
し
て
詠
殺
さ
れ
て
い
る
。
宗
族
・
貴
戚
が
昭
王
-
初
に
制
弱
さ
れ
、
宣
太
后
系
だ
け
で
王
を
擁
す
る
形
と
な
っ
た
。
や
が
て

(
必
)

昭
王
十
二
年
に
穣
侯
貌
再
が
丞
相
と
な
り
、
以
後
「
三
相
三
菟
」
と
蟹
化
は
あ
り
な
が
ら
、
長
期
に
わ
た

っ
て
政
治
力
を
行
使
し
た
。
こ
の
穣

侯
政
権
の
評
債
に
つ
い
て
は
『
容
驚
随
筆
』
に
「
貌
丹
罪
大
」
と
題
し
、
秦
の
滅
亡
の
遠
因
は
彼
が
「
挟
詐
失
信
」
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
云
っ

て
い
る
。
具
程
的
に
は
、

一
商
於
六
百
里
を
以
て
楚
に
暁
わ
せ
、
宵
と
絶
た
し
め
、
継
い
で
楚
の
懐
王
と
約
し
て
武
闘
に
入
り
、
戸
時
し
め
て
藩
臣
と
魚
す
。
寛
に
之
を

留
め
て
死
に
至
ら
し
め
、
そ
の
喪
闘
に
及
ん
で
、
楚
人
み
な
之
を
憐
み
、
親
戚
を
悲
し
む
如
し
。
諸
侯
是
に
由
り
、
秦
を
直
と
せ
ず
:
:
:

此
の
謀
り
し
者
は
張
儀
、
貌
丹
な
り
。
儀
の
悪
な
る
は
言
を
待
た
ず
。
再
の
計
は
頗
る
憶
な
り
。
故
に
士
君
子
の
諒
す
る
所
と
な
ら
ず
。

と
云
っ
て
筆
誌
を
加
え
て
い
る
。
他
方
、
『
資
治
逼
鑑
』
巻
五
の
賛
に
お
い
て
、
司
馬
光
は
逆
に
、

穣
侯
、
昭
王
を
援
立
し
て
、
其
の
災
害
を
除
き
、
白
起
を
薦
め
て
賂
と
な
し
、
南
、
部
・
部
を
と
り
、
東
、

侯
を
し
て
、
稽
首
し
て
秦
に
事
え
し
め
、
秦
、
盆
々
強
大
な
る
者
は
穣
侯
の
功
な
り
。

地
を
斉
に
属
し
、
天
下
の
諸
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と
覇
道
建
行
者
と
し
て
の
穣
侯
に
高
い
評
債
を
興
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
専
悉
、
購
貧
、
買
を
以
て
す
る
と
雄
も
禍
ま
た
未
だ
童
く
至
ら
ざ
る
は
高
雄
の
言
の
如
し
。
唯
の
如
き
者
は
ま
た
よ
く
秦
の
た
め
に

忠
な
る
に
非
ず
。
謀
は
直
に
穣
侯
の
虚
を
得
ん
と
欲
す
る
な
り
。
放
に
其
の
坑
を
益
え
て
、
之
を
奪
う
の
み
。

と
穣
侯
が
私
利
を
求
め
た
こ
と
を
批
剣
し
て
い
る
が
、
活
臨
も
奪
位
の
謀
略
者
と
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
穣
侯
の
評
債
を
お
と
し
め
で
は

い
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
穣
侯
は
白
起
を
用
い
て
秦
の
覇
道
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
私
領
の
増
加
を
計
っ
て
い
た
が
、
覇
道

17 

と
い
う
黙
で
は
、
昭
王
に
西
一帝
一
を
名
の
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
が
そ
の
例
で
あ
り
、
商
一
鞍
の
孝
公
劉
話
の
播
話
に
み
え
る
「
帝
王
の
遁
」
を
覇
遁

を
押
し
と
お
し
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
洪
遁
と
司
馬
光
の
穣
侯
評
債
で
は
後
者
が
妥
首
な
見
か
た
の
よ
う
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に
お
も
わ
れ
る
。

昭
王
が
祉
年
に
な
る
に
及
ん
で
、

宣
太
后
系
の
専
制
を
排
除
し
、

親
政
の
意
志
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
亀
裂
朕
況
に
介
入
し
た
の
が
花
維
で
あ

(
的
制
)

っ
た
。
「秦
は
濁
り
太
后
・
穣
侯
あ
る
の
み
」
と
批
判
し
て
、

君
擢
の
確
立
を
め
ざ
し
た
荷
維
は
穣
侯
の
政
策
を、

群
臣
そ
の
位
に
や
困る
莫
く
、
今
に
至
る
も
閉
閥
十
五
年
、
敢
て
兵
を
山
東
に
窺
わ
ず
。
是
れ
穣
侯
、
秦
の
た
め
に
不
忠
を
謀
り
、
大
王
の

計、

失
う
所
あ
り
。

と
批
判
、
攻
撃
し
た
。

銭
大
析
の
庄
に
よ
る
と
、
市
雄
の
入
秦
は
昭
王
の
三
十
六
年
で
あ
り
、
こ
の
時
、
白
起
は
越

・
貌
及
び
楚
を
し
ば
し
ば

討
伐
し
て
お
り
、
穣
侯
も
綱
・

書
二
邑
を
攻
撃
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
「
閉
闘
十
五
年
」
の
文
句
に
は
疑
黙
が
あ
る
。
故
に
戟
園
策
の
文
句
と

の
針
比
に
よ
っ
て
、
「
至
今
閉
闘
」
を
「
今
反
閉
闘
」
と
改
め
、
「
十
五
年
」
は
削
除
す
べ
き
だ
と
銭
氏
は
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
繍
い
て
、

夫
れ
穣
侯
は
韓
・
調
を
越
え
て
、

賓
の
綱
・

欝
を
攻
め
る
は
計
に
非
ざ
る
な
り
:
:
:
臣
、

一意
う
に
王
の
計
は
少
く
師
を
出
さ
ん
と
欲
す
れ
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ば
、
韓

・
親
の
兵
を
悉
く
す
る
は
則
ち
不
義
な
り
。
今
、
奥
園
の
親
し
ま
ざ
る
を
み
る
や
、
人
の
闘
を
越
え
て
攻
む
、
可
な
ら
ん
か
。
そ

れ
計
に
お
い
て
疏
な
り
:
:
:
。
玉、

遠
交
し
て
近
攻
す
る
に
し
か
ず
。
寸
を
得
れ
ば
則
ち
王
の
寸
な
り
。
尺
を
得
れ
ば
ま
た
王
の
尺
な

り。

今
、
此
を
稗
て
て
遠
攻
す
。
ま
た
謬
り
な
ら
ず
や
。
:
:
:
昭
王
日
く
、

吾
、
競
に
親
し
ま
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
。
而
し
て
競
は
多

愛
の
園
な
り
。
寡
人
、

親
し
む
能
わ
ず
。
請
問
す
、
現
に
親
し
む
奈
何
ぞ
と
。
封
与
え
て
日
く
、
王
詞
を
卑
し
く
し
幣
を
重
く
し
て
以
て
之

(
印
)

に
事
え
よ
。
不
可
な
れ
ば
則
ち
、
地
を
割
い
て
之
に
賂
せ
よ
、
不
可
な
れ
ば
因
っ
て
兵
を
奉
げ
て
之
を
伐
て
。

と
い
う
の
を
参
照
す
る
と
、
競
・
韓
の
郷
闘
を
越
え
て
斉
を
攻
め
る
の
を
非
難
し
、
遠
交
近
攻
策
を
と
る
こ
と
が
秦
園
の
利
盆
と
述
べ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

親
貌
の
震
に
は
ま
ず
近
攻
の
必
要
あ
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
穣
侯
貌
円
か
ら
鷹
侯
活
雌
へ
の
権
力
移
行
の
一意
味
は
昭
王
親
致
、

宣
太
后
系
列
排
除
で
あ
り
、

君
主
穫
を
抑
制
す
る

〈
日
)

王
室
的
「
宗
族

・
貴
戚
」
層
の
排
除
で
あ
り
、
舗
道
路
線
の
内
政
面
に
お
け
る
進
展
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
白
起
の
覇
道
推
進
の
た
め
の
外
園
侵
略
策
は
花
雌
と
樹
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
雨
者
に
強
い
確
執
の
生
じ
た
の
は
何
故



(
臼
)

で
あ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
そ
の
直
接
の
契
機
は
蘇
代
の
激
設
で
あ
っ
た
。
彼
は
白
起
が
以
後
も
戦
い
を
繍
け
れ
ば
戦
功
が
累
積
し
て
昏
・
官
が

花
唯
を
越
え
る
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、

一商
鞍
蟹
法
時
の
功
賞
一
元
論
は
限
界
貼
に
達
し
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
回
避
の
方
法
が
奈
津
の
い
う
「
自
譲
」
或
は
徳
義
の
傘
重
と
い
う
護
想
な
の
で
あ
っ
た
。
白
起
の
死
は
一
商
鞍
的
覇
道
の
終

鷲
の
具
盤
的
象
徴
で
あ
る
。VI 

結

三五
日ロ

秦
朝
に
お
け
る
君
主
権
力
の
伸
長
は
穆
公
以
来
、

と
り
わ
け
一
商
一
鞍
の
饗
法
令
に
お
い
て
一
段
と
め
ざ
ま
し
い
護
展
が
あ
り
、
功
第
一
元
に
よ

る
身
分
編
成
は
秦
園
に
富
園
強
兵
の
契
機
を
も
た
ら
し
た
。一
商
教
の
急
激
な
政
策
遂
行
は
中
途
で
の
挫
折
を
齢
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
君

主
権
と
宗
室
・
貴
戚
の
並
存
政
策
と
し
て
調
整
さ
れ
つ
つ
、
彼
の
功
第
一
元
の
原
則
的
立
場
は
襲
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
、

一商
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鞍
の
孝
公
へ
の
提
言
説
話
に
み
え
る
覇
道
の
政
策
と
し
て
把
え
て
き
た
。
そ
の
基
礎
篠
件
は
一
方
で
の
君
主
に
よ
る
小
農
民
の
直
接
支
配
と
貴

戚
・
大
臣
層
の
基
盤
で
あ
る
宗
族
的
共
同
睦
と
の
並
存
且
つ
競
合
の
二
重
健
制
で
あ
る
。

こ
の
一商
狭
襲
法
的
覇
道
政
策
の
饗
更
は
古
魚
津
執
政
期
に
額
著
で
あ
る
。
功
を
前
提
と
し
て
授
爵
し
た
一商
秩
的
原
則
を
饗
じ
、
棟
民
に
授
爵
し

士
の
戦
闘
活
動
に
劃
す
る
授
爵
が
、
君
主
の
思
徳
と
し
て
行
な
わ
れ
る
民

て
農
牧
を
期
待
す
る
政
策
へ
の
推
轄
が
み
ら
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

の
農
業
活
動
へ
の
授
爵
に
ま
で
展
開
し
た
と
も
い
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
絶
封
化
を
志
向
す
る
君
主
の
小
農
民
支
配
の
護
展
と
照
麿
す
る
。
秦
始

(

臼

〉

皇
四
年
十
月
庚
寅
に
み
え
る
「
百
姓
内
粟
千
石
、

奔
爵
一
級
」
の
僚
は
体
民
政
策
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
文
で
み
た
よ
う
に
宗
室
・
貴
戚
の
削
弱
と
い
う
政
治
過
程
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
経
横
的
基
盤
た
る
宗
族
的
共
同
陸
が
分
解
し
、
小

農
民
の
自
立
化
が
進
ん
で
そ
れ
ら
が
君
主
の
直
接
把
握
劉
象
に
轄
化
し
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
他
方
、
覇
道
政
策
に
よ
る
侵
略
に
よ
っ
て
得

(
臼
)

た
新
領
土
は
秦
法
の
施
行
に
よ
る
族
制
の
分
解
を
一
意
圃
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
徹
底
化
が
困
難
で
宗
族
的
共
同
盟
を
抱
え
こ
む
た
め
に
、
秦
の

範
圏
内
に
共
同
盟
的
世
界
も
ま
た
援
大
し
て
く
る
。
従
っ
て
、
天
下
と
い
う
「
故
秦
の
境
域
」
を
越
え
た
領
域
に
お
い
て
二
重
韓
制
が
披
大
再

19 
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生
産
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
故
秦
の
地
域
に
完
成
し
つ
つ
あ
る
君
主
の
小
農
民
支
配
を
基
礎
と
し
て
、
君
主
専
政
鐙
制
を
維
持
し
、

的
園
家
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

天
下
の
新
領
域
に
お
い
て
宗
族
的
共
同
位
を
中
心
と
す
る
王
道
的
支
配
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
一
意
味
あ
い
で
、
秦
闘
は
依
然
と
し
て
二
重
構
造

註(
1

)

中
撃
民
園
五
十
四
年
二
月
、
豪
尚
・
商
務
印
書
館
刊
。

(2
〉
同
書
、
第
六
章
、
商
君
書
的
考
詮
。
参
照
。

(
3
〉
拙
稿
「
一
商
一
君
書
徐
民
篇
穣
讃
」
岡
山
大
摩
文
皐
部
紀
要
、
通
巻
第
四

十
四
鋭
、

一
九
八
三
年
。

(

4

)

増
淵
龍
夫
『
中
園
古
代
の
吐
舎
と
図
家
』
第
三
篇
第
一
章
。
二
七
三

ー
二
七
七
頁
参
照
。

(
5
)

西
嶋
定
生
『
中
園
古
代
一
帝
一
図
の
形
成
と
構
造
』
五

O
六

五

O
九
頁

参
照
。

(
6
〉
(

1

)

の
一
二
二
頁
、
二
ニ

O
頁
参
照
。

(
7
〉
守
屋
美
都
雄
氏
は
上
傍
を
下
爵
(
莱
寄
〉
に
劃
す
る
も
の
と
す
る

が
、
功
の
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
寄
の
上
下
を
定
め
る
一
意
と
解
し
た
い
。
注

(
3
〉
参
照
。

(
8

)

注
(

3

)

参
照
。

〈

9
)

波
過
信
一
郎
「
分
回
放
」
『
中
園
史
像
の
再
構
成
』
所
載
。
一
九
八

三
年
、
文
理
閣
刊
。
分
回
観
念
の
例
示
と
し
て
一
商
君
書
練
民
篇
と
算
地
篇

の
一
該
嘗
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
注
(
げ
)
に
嬰
法
令
と
喬
君
書
を

一
際
区
別
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
〉
原
文
は

「今
使
復
之
三
世
。
無
知
軍
事
。
秦
四
寛
之
内
。
陵
阪
丘

隈
。
不
起
十
年
征
。
者
於
律
也
」
で
あ
り
、
者
は
著
字
。

(日〉

(

3

)

参
照
。
木
村
英
一
氏
の
一
両
一
君
書
に
謝
す
る
見
解
に
論
評
を
加
え

た
。
木
村
『
法
家
思
想
の
研
究
』
第
三
章
「
法
家
的
思
想
の
設
生
と
法
家

の
先
騒
者
」
一
九
四
四
年
、
弘
文
堂
書
房
刊
。

〈

m
M
)

板
野
長
入

「一商一戦の
繁
法
を
続
る
老
子
と
孟
子
」
史
拳
研
究
一
{
ハ
一一

放
(
一
九
八
四
年
)
四
二
頁
に
読
話
を
め
ぐ
る
思
想
上
の
問
題
黙
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
史
記
一
商
君
列
傍
。

(
H
H

〉

(
4
〉参
照
。

(日
)

(

1

)

参
照
。

(
日
山
)
商
君
書
解
詰
定
本
、
一
九
五
六
年
、
古
籍
出
版
社
刊
。

(
U

)

商
君
書
算
地
篇
。

(児
)
朱
師
轍
『
商
君
書
解
詰
定
本
』
注
に
、
躍
繁

・
詩
書
・
孝
弟
を
あ
げ

る
。
去
彊
篇
で
は
、
歳
・
食

・
美

・
好
・

志

・
行
を
六
議
と
す
る
。

(ω〉
(
4

)

参
照
。

(
却
)
史
記
穣
侯
列
俸
。

(
幻
〉
同
前
。

(
明
品
〉
箔
般
は
斉
の
攻
撃
す
な
わ
ち
態
侯
の
策
を
批
剣
し
て
親
貌
方
針
を
と

り
、
そ
の
こ
と
を
、
「
今
夫
れ
韓

・
貌
は
中
園
の
箆
に
し
て
天
下
の
福
な
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り
。
王
そ
れ
覇
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
必
ず
中
園
に
親
し
み
、
以
て
天
下
の
桓

た
ら
ん
。
」
と
覇
道
に
位
置
附
け
て
い
る
。

(
お
〉
史
記
活
雌
・
奈
津
列
俸
。

(

M

)

史
記
白
起
・
王
前
期
列
博
。

(
お
)
巻
五
、
所
載
。

(
お
)
『
設
苑
』
巻
十
に
貌
安
麓
王
十
一
年
す
な
わ
ち
秦
昭
王
四
十
一
年
の

記
述
と
し
て
次
の
文
章
が
み
え
る
。

秦
昭
王
謂
左
右
目
、
今
時
韓
貌
輿
秦
執
強
、
針
日
不
如
秦
強
、
王
回
、

今
時
如
耳
・
貌
斉
輿
孟
嘗
・
さ
卯
敦
賢
、
針
目
、
不
如
孟
嘗
・
+
亡
卯
之

賢
、
王
日
、
以
孟
嘗
・
+
亡
卯
之
賢
、
率
強
韓
貌
以
攻
秦
、
猶
無
奈
寡
人

何
也
、
今
以
無
能
如
耳
・
貌
揖
円
、
而
率
弱
韓
貌
以
伐
秦
、
其
無
奈
寡
人

何
、
亦
明
失
。
左
右
皆
目
、
然
。
申
旗
伏
惹
而
新
日
、
王
之
料
天
下
過

失
。
嘗
六
E
日
之
時
智
氏
最
強
、
滅
花
中
行
氏
:
:
:
今
秦
難
強
不
遁
智

氏
、
韓
・
貌
難
弱
向
賢
其
在
E

日陽
之
下
也
。
此
方
其
用
肘
足
之
時
、
願

王
之
必
勿
易
也
、
於
是
秦
王
恐
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
文
中
、
申
旗
は
花
唯
系
官
僚
と
み
な
し
う

る
。

〈

m
む
史
記
花
雌
・
奈
津
列
停
。

(∞

ω
)

史
記
白
起
・
王
弟
列
俸
。

(
却
)
史
記
舎
注
考
謹
、
白
起
・
王
前
期
列
惇
注
。

(
鈎
)
昭
王
四
十
八
年
。

(
泊
〉
昭
王
五
十
二
年
。

(
辺
〉
中
村
充
一
「
花
維
と
王
稽
」
『
歴
史
に
お
け
る
民
衆
と
文
化
』
酒
井

先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
集
所
載
、
一
九
八
二
年
、
図
書
刊
行
舎
刊
。

(
お
)
脅
業
と
は
西
一
帝
一
を
稽
し
た
こ
と
を
指
す
。
史
記
花
唯
・
奈
津
列
停
。

(
川
抽
)
前
引
用
句
は
易
経
の
象
俸
と
り
わ
け
豊
俸
第
六
、
泰
停
第
二
、
威
俸

第
四
と
の
類
似
が
み
ら
れ
る
。
後
引
用
句
は
同
じ
く
乾
の
卦
の
文
。

(
お
)
孟
子
は
老
妊
に
よ
っ
て
批
創
刊
さ
れ
、
儒
家
の
後
縫
者
は
天
道
に
安
協

す
る
易
経
を
利
用
し
て
反
撃
し
た
。
禁
酒
障
は
君
主
権
の
絶
鈎
性
を
み
と
め

る
前
提
で
王
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

(
m
M
)

四
五
頁
参
照
。

(
お
〉
『
一
商
一
君
書
解
詰
定
本
』
五
六
頁
参
照
。

(
初
出
)
山
東
大
聖
商
君
書
注
棒
組
、
一
九
七
六
年
、
山
東
人
民
出
版
社
刊
。

(
お
〉
北
京
電
子
管
廠
、
北
京
康
播
皐
院
、
商
君
書
-
評
注
小
組
、
一
九
七
六

年
、
中
華
書
局
刊
。

(
m
m
)

陳
啓
天
著
、
中
華
民
園
二
十
四
年
五
月
、
一
商
務
印
書
館
刊
。

(
紛
)
高
亨
著
、
一
九
七
四
年
、
中
華
書
局
刊
。

(
川
引
)
剰
寅
著
、
一
九
七
五
年
、
中
園
財
政
経
済
出
版
社
刊
。

(
必
〉
史
記
花
維
・
奈
津
列
停
。

(
必
)
秦
策
付
所
載
。

(
川
制
)
史
記
一
商
一
君
列
停
。

(
必
〉
拙
稿
「
一
商
秩
、
分
異
の
法
と
秦
朝
権
力
」
、
歴
史
皐
研
究
四
九
四
続
、

参
照
。

(
必
)
史
記
張
儀
列
停
。

(
門
出
)
拙
著
『
秦
漢
一
帝
園
史
研
究
』
第
一
章
の
左
右
丞
相
制
、
参
照
。

(必
)
史
記
秦
本
紀
、
梁
玉
縄
注
、
参
照
。

(
品
目
)
史
記
花
雄
・
察
浮
列
停
。

(
印
)
同
前
。

(
日
)
『
萄
子
』
巻
第
十
て
彊
園
篇
に
態
侯
が
相
位
に
就
い
て
萄
子
が
入

秦
し
秦
の
印
象
と
意
見
を
い
う
文
章
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
秦
は
古
の

民
、
吏
、
朝
廷
の
風
を
保
ち
治
の
至
り
で
あ
る
と
-
評
す
る
が
、
「
王
者
の
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功
名
」
を
成
す
に
至

っ
て
い
な
い
。
儒
が
な
い
所
に
そ
の
依
陥
が
あ
る

が
、
儒
を
と
り
入
れ
て
純
粋
に
賞
施
す
れ
ば
王
と
な
り
得
、
純
一

で
な
く

と
も
績
と
な
り
う
る
と
説
い
て
い
る
。
感
侯
の
相
就
任
は
昭
王
四
十
一

年
、
萄
子
の
入
秦
は
同
四
十
二
年
(
『
中
園
歴
史
大
事
年
表
』
一

九
八

三

年
、
上
海
僻
書
出
版
社
刊
)
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
萄
子
の
入
秦
は
懸
侯

政
権
の
首
初
で
あ
っ
た
。
活
隊
か
ら
奈
津
の
移
行
時
以
降
に
萄
子
の
い
う

「
駿
」
が
質
現
し
て
い
く
で
あ
ろ
う。

(臼
)
史
記
蘇
秦
列
停
参
照
。

(
臼
)
史
記
秦
始
皇
本
紀
。

(
M
)

『
語
書
』
(「
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
」
文
物
出
版
社
)
に
「
古
者
、
民
各

有
郷
俗
、
其
所
利
及
好
悪
不
問
、
或
不
便
子
民
、

害
子
邦
。
」

と
あ
り
、

古
は
共
同
髄
が
郷
ご
と
に
濁
立
し
て
い
た
。
こ

の
楚
地
を
秦
が
獲
得
し
て

南
郡
と
し
、「
今
法
律
令
己
具
失
。
而
吏
民
莫
用
、
郷
俗
淫
失
之
民
不
止
、

是
即
時
四
主
之
明
法
也
」「
今
法
律
令
己
布
、
関
吏
民
犯
法
篤
開
私
者
不
止

私
好
、
郷
俗
之
心
不
繊
ki---」
。
と
あ
る
よ
う
法
律
令
を
示
し
た
が
、
郷

俗
は
援
化
せ
ず
、

君
主
の
明
法
が
徹
底
し
な
か

っ
た
と
い
う。
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THE FORMATION OF QIN STATE POWER AS SEEN

　　

FROM THE £AIMIN ^民AND ＳＩＪＡＮＤｒ算地

　　　　　　

CHAPTERS OF THE BOOK OF

　　　　　　　　　

ＬＯＲＤＳＨＡＮＧ商君書

　　　　　　　　　　　　　　

YOSHINAMI Takashi

　　

Most of the chapters comprised in the Book of Lord Shang are believed

to have been authored by scholars who inherited the tradition initiated by

Shang Yang 商軟bｕt lived after his death. The two chaptｅＴＳＬａｉｍｉｎ　ａnd

Ｓ皿れdiwere written at about the same time but there is an important

difference in the argument they put forward. In the ｈａｉｍｉｎchapter the

¨゜inister”臣occurring in the text discards Shang Y皿g’s principle that

awards should be bestowed only after merit had been proven and proposes

that awards be given in anticipation of future merit. In concrete terms

the minister proposes that ａ“division of labor” be instituted in which the

people from the Three Jin kingdoms 三晋are given awards and made t。

occupy

　

themselves

　

ｅχclusively

　

with

　

agriculture, whereas　the　original

inhabitants of Qin are　employed　ｅχclusively　with　military　pursuits.

However, the character called “ｏ伍cial”王吏in the same chapter upholds

Shang Yang's principle of the undivisability of the agricultural and mill-

tary occupations and the minister and the ｏ伍cial are thus in opposition

to each other. The “minister” 臣occurring in the Ｓｕａｎｄｉchapterstands

for ｅχactly the same policy as the “ｏ伍cial”of the Ｌａｉｍｉｎchapter.If we

examine the position represented by the officialof the ｈａｉｍｉｎchapter

and the minister of the Ｓ皿ｎｄｉchapter, we find that it consists in ａ

maintenance of the principles emphasized by Shang Yang concerning the

unity of the　farming and the warring occupations and the centralised

bestowal ０ｆawards for clearing land. This policy was proposed to redress

the relaχation of Shang Yang's policies that had occurred within the state

of Qin and it is diametrically opposed to the proposal put forward by the

minister of the Ｌａｉｍｉｎchapter that people from outside of Qin be made

to clear land. If we view this opposition in the light of Qin state power,

the minister of the £ぶmin chapter can be　equated　with　the group

centering around Cai Ze 蔡滓that came to Qin in 252 B. Ｃ. and the official

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



seems to belong to the tradition of persons as Wei Ran 魏丹ａｎｄFan Sui

苑唯．

ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE ARMY

　

RECRUITED FOR SUI YANGDI 煽帝’ＳFIRST

　　　

CAMPAIGN AGAINST KOGURYO高句麗

　　　　　　　　　　　　　　　　

ASAMI Naoichiro

　　

In the present study of the military system of the Sui dynasty l focus

on the army recruited for Sui Yangdi's first campaign against Koguryo.

The preparations for this military expedition began in ６１１and the ｅχpedi-

tion

　

itself was undertaken in 612. The number of soldiers said to have

participated is ｅχtremely large, but there are no grounds in the records

at our disposal for doubting its correctness. According to several sources

at least 800,000 soldiers took part in the campaign. In the ｅχpeditionary

force were soldiers that had been recruited extraordinarily by the com-

manderies (lｕｎ郡) and prefectures Qxian !^). Soldiers as these were the

precursors of the so-called ｂｉｎｇｍｕ兵募‘draftsoldiers' of the first half of

the Tang dynasty. They had previously been recruited and commanded

by the commanderies, but were now　recruited　by　the　commanderies

(ｚkoｗ州, called j吻z in the Dave 大業period) and led instead by ａ com-

mandant sent by the central government. The extremely large number

of soldiers participating in the Koguryo campaign did not comprise militia

soldiers (/;ぷ７１ｇ府兵）ｏｎｌｙ; the number was possible because of the

great number of draft soldiers incorporated in the ｅχpeditionary force.
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